
ＳＤＧｓに積極的に取り組む市民団体や事業者などと
パートナーシップで「ＳＤＧｓ未来安心都市・明石」
の実現を目指しています。
みんなでＳＤＧｓの達成に向けて取り組みませんか？

登録証・
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ＳＤＧｓは、2015年の国連サミットで採択
された「持続可能な開発目標(Sustainable
Development Goals)」で、誰一人取り残さ
ない持続可能でよりよい社会の実現を目指す

2030年までの世界共通の17の目標です。

ＳＤＧｓとは？

＼パートナーズ登録のメリット／

「ＳＤＧｓ未来安心都市・明石」
～いつまでも すべての人に やさしいまちを みんなで～

パートナー募集

ＳＤＧｓに関する
アドバイザーや
研修講師の派遣

（無料）
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目 的

多様な主体とのパートナーシップにより、ＳＤＧｓの取組をより一層推進します。
(１) 具体的な取組及び官民連携を促進
(２) ＳＤＧｓに関する取組の可視化
（３） 研修や交流による情報共有を通じた各々の活動の活性化

募集期間 随時受付中 ※登録には１～２か月程度かかります

登録要件

登録に当たっては、次に掲げる要件の全てを満たすことが必要となります。
（１） 本制度の目的に賛同し、 「あかしＳＤＧｓパートナーズ制度運用要領」を順守

する、市内に本店、支店、事務所等の活動拠点を有し、市内で事業活動を行う
企業、団体、法人、個人事業主又は教育機関であること。

（２） 企業等が市内において、実際にＳＤＧｓに関する取組を行っている、又は
今後行う予定があること。

（3） 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に
規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同条第２号に規定する暴
力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する企業等でないこと。

（4） 明石市税の滞納がないこと。
（5） その他公序良俗に反する活動をしていないこと。

手続きの
流れ

申請
（申請フォームから） 内容の確認＆登録

募 集 概 要

事業者等が行うこと 市が行うこと

登録
初年度

登録証の交付登録証の受取

ホームページで公表

申請は
こちらから！

取組を実施

毎年
4月

実績報告
（オンライン申請）

[お問合せ先]
明石市政策局ＳＤＧｓ共創室産官学共創課
TEL：078-918-5335 FAX：078-918-5101
E-mail：sdgspartners@city.akashi.lg.jp

ＳＤＧｓ未来安心都市・明石

内容の確認

ホームページで公表


